
令和 5年度第 4回 北見方面斜里警察署協議会議事概要

1 開催 日時

令和 6年 2月 29日 (本 ) 午後 2時 30分 か ら午後 3時 30分 までの間

2 開催場所

北見方面斜里警察署  2階 会議室

3 出席者
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刑事,生活安全課長

地域 '交 通課長

警 務 係 長

4 会長挨拶

|、、 年 明け後す ぐに、石川県の地震や羽 田空港の事故が続 き、今年 は一体 どうなるん

だ とい う心配 を してい るところです。

石川県の地震 にはt道警か らも職員が派遣 されてい るとのことでも.あ ります。

このよ うな事態がないに越 した ことはあ りませ んが、万一に備 えて、警察 には益

々頑張って もらいたい ところであ ります。

本 国も、斜里警察署の情勢等 について、お話 を伺 った上で、意見 を寄せ ていきた

い と思っていますので、 よろ しくお願 いいた します。

5 署長挨拶

は じめに、今回の協議会 に先立ちま して、委員 の皆様 にアンケー トを実施 させて

いただきま した。
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これは、皆様 の御負担 を軽減す る一方で、広 く御意見 を賜 りたい とい う趣 旨であ

りますので、御理解 いただけれ ば と思います。

アンケー トで寄せ られた御意見につ きま しては、後 ほ どそれぞれの担 当者 か ら説

明があ りますが、加 えて、本 国も積極的な御意見をお寄せいただきます よ うお願い

申 し上げます。

6 警察署の管内業務概況

(1)犯 罪発生状況 (令和 5年 12月 末 )

(2)交 通事故発生状況 (令和 5年 12月 末 )

7 諮問事項

密漁事犯の実態 と警察の対策

事前アンケー トで寄せ られた要望・意見 と警察の回答

(1)警 察署で積極的に行 ってほ しい活動

ア サイバーセキュ リテ ィ対策

○ 特 に中高生の SNSト ラブル に対す る注意喚起 を してほ しい。

【回答 】

これまで も中学校、高校 における防犯や交通安全等の講話 において、

SNSの 危険性 についての内容 も盛 り込んでい る。

引き続 き、学校 関係者 と連携 して子供達の関心を引 く啓発活動 に努 め

る。

イ 特殊詐欺被害防止

【回答 】

斜里警察署 においては、 自治会な ど等での講話や年金支給 日にお ける

金融機 関等での呼びかけのほか、昨年 はゆめホール におい.て 斜里警察署

員が出演 した特殊詐欺被害防止のシ ョー ト映画を上映す る等、啓発活動

に努 めている。

一方で、特殊詐欺被害防止 の上で最 も重要なことは、御列席の委員の

皆様 のよ うに高齢 の親御 さんを支 える世代、 さらにその下の世代 にいか

に して特殊詐欺の実情や手 口を周知 し、関心 を持 って もらえるか とい う

ことになる。

来年度 は、 こ うした世代 に参加 して もらえる催 し等 を考 えてい く。

ウ 不法投棄対策



【回答 】

道路上のポイ捨て (コ ンビニ袋、飲食物の容器等)が散見 され るとの

意見については、元 々の斜里地区居住者、転勤族等、そ して技能実習生

等の来 日外国人 を含 め、 ゴ ミのポイ捨てを しない とい うマナーの醸成が

肝要 と考 える。

町や事業者等 とも連携 を し、警察署 もマナー啓発 の一翼 を担 ってい く。

工 密漁事犯対策

【回答 】

昨年 は、当署の働 き掛 けもあ り、「オホー ツク東部地 区 さけます等資

源対策協議会」が設 立 されている。

これは、斜里町、網走市 にある 4つ の漁協 と周辺各市町、北見管内 さ

け 。ます増殖事業協会 を加 えた 7機 関・団体 を会員 とし、 これ にオホー

ツク総合振興局、海上保安庁、警察等がオブザーバー として加 わ り、密

漁が多 くなる時期前後にお ける合 同パ トロールや、密漁が発生 した際の

情報共有等に大 きな役割 を果た している。

オ 不審者等対策

【回答 】

斜里警察署では、不審者 の通報があった場合、す ぐに性犯罪やひった

くり、特殊詐欺等 を視野に入れ、全署体制で対応 している。

併せ て、警察主体の『 ほ くとくん防犯 メール』や役場主体の『 ほっ と

め― るしゃ り』等の媒体 を活用 して、住民に注意喚起 を してい る。

今年度は不審者通報か ら事件 に発展 した事案はないが、引き続 き関心

を持 って迅速 に取 り組んでい く。

力 交通事故抑止

○ 雪が高 く積 もった道路 (街 中の道道)に おける交通事故の対策 を してほ し

い 。

【回答】

道路管理者に対 して、除排雪の依頼を行 う。

また、‐冬道運転に関する交通安全講話を行い、 ドライバーに対 して注

意喚起を行 う。

○ 大型 トラックによるあお り運転を取 り締まってほしい

【回答】

地域係 と交通係 と連携の うえ、継続 して効果的な交通取締 りを実施 し

ていく。



(2)

○ 高齢者特有の危険な運転 (ス ピー ド感覚がない、一時不停止、車線 はみ出

し、巻 き込みす ぎ)を 取 り締 まってほ しい。

【回答 】

継続 して効果的な取締 りを実施 してい くほか、高齢者 ドライバーに

対す る交通安全講話、一定期間に複数回交通事故 を起 こしてい る高齢者

ドライバーに対 して、免許返納に関す る助言、指導等 を実施 してい く。

○ 道路の雪が多 く、見通 しが悪 くなってお り、子供達の登下校時の交通事故

が心配である。

【回答 】

登下校 時間帯 にお けるパ トロール の強化 、児童や学生 に対す る交通安

全講話 を行 う。

キ 防災対策

○ 災害発生時の道路誘導の迅速化 を望む。

○ 消防 との連絡手段 の改善で 1秒 で も早 く現着 し、誘導 を してほ しい

【回答 】

緊急車両が現場に急行できるよ うに緊急交通路を確保す る。

当署警備係 と地域係、交通係 が連携 し、各関係機 関 と早期 に情報共有

す る等 して危険箇所 を早期 に把握 し、対応 に当たる。

ク その他

○ 多 くなつている独居高齢者の様々な不安を軽 くしてあげる活動をしてほしい。

【回答 】

巡回連絡活動 を通 じて、独居高齢者 か ら不安や悩み事 を聞き、助言等

を行 ってい るほか、必要に応 じて役場等への情報提供 を図っている。

また、高齢者 を対象 とした特殊詐欺被害防止等に関す る講話 を通 じ、

注意喚起 も行 ってい る。

その他、警察署 に対す る要望・意見

ア 来年度、警察署が予定 しているイベ ン トを教 えてほ しい

【回答】

○ 警察官採用試験受験者募集活動の一環 として、警察の業務や職場環境、

処遇等の情報発信 を 目的 としたイベ ン トを予定 してい る。

○ 密漁対策 を 目的 とした関係機 関 との合同パ トロール、山開きに伴 う事

故防止啓発、雑踏事故防止 を 目的 とした大規模イベ ン ト会場 の警備 、季

節 ごとの交通安全運動等 を行 う。

イ 道警音楽隊の演奏、カラーガー ド隊の演技は素晴 らしいので、イベ ン トで呼



んでほ しい。

【回答】

警察本部広報課 の担 当者 と協議 し、来年度 中における招致実現 を 目指 し

調整 中である。

ウ 消防団の演習、防災訓練 と一緒にイベ ン トをや っては どうか。

【回答】

前向きに検討す ることとし、当署の担 当者 と協議 してい く。

工 警察相談専用ダイヤル『 #9110』 は、電話での相談が しやす くていい。

相談件数や事例 を可能 な範囲で公表す ることはできないか。

【回答】

令和 4年 には、全道で相談、要望 。意見、苦情の合計で74,805件 を受理

してい る。

相 談 に限 った 内容 の内訳 として は、多 い順 に家庭 ・職 場 。近 隣 関係

が9,964件 で約 14.9パ ーセ ン トを占め、一番多い項 目となってお り、刑事

事件 。暴力団関係 、サイバー関係 、犯罪等の被害防止、契約 。取引関係 が

続 き、 これ らを合わせ ると全体の半分以上を占めてい る。

令和 4年 の斜里警察署では、相談、要望・意見、苦情 の合計で 214件 を

受理 してい る。

警察相談専用 ダイヤル『 #9110』 については、引き続 き周知 を図っ

てい くj

9 質疑応答及び警察署に対する意見・要望

【委員】

密漁対策について、斜里警察署が尽力 していること、さらに事件検挙 とい う

結果が出ていることは頼 もしい。

【回答】

引き続き、住民の期待に応えていけるように努める。

【委員】

自生大麻について、どのような対策をしているか。

【回答】

斜里警察署管内では、中斜里地区における自生大麻が多いと捉えてお り、付

近の工場等 と合同で刈 り取 り作戦を実施 し、効果を上げている。

大麻を見かけた際は、通報願いたい。

【委員】



密漁 について、警察への通報がおびき寄せのよ うなことはないのか。

【回答】

通報がおび き寄せの可能性 はある。

さけの密漁 のほか、なまこの密漁 もあ り、 これ らの中には警察署の様子 を偵

察 に来て、取締 ま りに出ていないのを確認 して犯行 に及ぶ者 もい る。

いずれ に して も、通報があれば警察 としては現場 に赴 き、検挙に至 らなかっ

た としても、けん制や抑止の効果 はあるとい う考 えで対策 を続 ける。

10 次回の諮 問事項 について

検討 して委員 とも調整 の うえ決定予定

11 次回協議会開催予定について

次回開催 は令和 6年 6月 中を予定


